
国
民
健
康

保
険
税

支払い方法をご確認ください

特別徴収の要件
①納税義務者である世帯主ご本人と世
帯の国保加入者全員が65歳以上
74歳以下であること

②納税義務者（世帯主）の年金受給額が
年額18万円以上であること

③納税義務者(世帯主)の介護保険料額
と国民健康保険税額の合計が支払
い年金額の2分の１を超えないこと

特別徴収（年金から差し引き）は
支払方法が選択できます

合志市国民健康保険に加入している65歳から74歳の世帯主にお知らせです

特別徴収（年金から差し引き）の皆さんへ

平成21年度後期高齢者医療保険料

口座振替に支払方法を変更できます
　後期高齢者医療保険料を特別徴収（年金から差し引き）でお支払いいただいている人は、支払方法を申

し出により口座振替に変更できます。

　そのまま特別徴収をご希望の人は、何も手続きの必要はありません。

※特別徴収はすぐには中止できませんので、早めの手続きをお願いします。

※社会保険料控除は、特別徴収でお支払いの場合は本人のみに適用されます。

●申し出先　高齢者支援課（西合志庁舎）　市民課市民窓口班（合志庁舎）　泉ヶ丘支所　須屋支所
●申し出に必要なもの　口座番号がわかるもの・口座届出印、すでに口座振替をしている人はみとめ印のみ
（取り扱い金融機関）
菊池地域農協・ゆうちょ銀行・肥後銀行・熊本ファミリー銀行・熊本信用金庫・熊本第一信用金庫・熊本

中央信用金庫・熊本県信用組合

　後期高齢者医療の保険料は、特別徴収（年金からの差し引き）または普通徴収（納付書または口座振替）
でお支払いいただいています。

　平成21年度の保険料のお支払い方法は、次のとおりとなりますのでご確認ください。

　詳しくは7月中旬に保険料額決定通知書をお送りします。

現在特別徴収の人
平成21年４月より年金からの差し引きで保険料をお支払いいただきます。
※申し出により口座振替へ変更することができます。

普通徴収の人
平成21年７月より納付書または口座振替で保険料をお支払いいただきます。

※本年2月6日までに、特別徴収から口座振替への支払方法変更の申し出を行なっている人は、平成21年

４月からの特別徴収は中止になり平成21年７月から普通徴収になります。

●問い合わせ先　高齢者支援課（西合志庁舎）　☎242－1109

　国民健康保険税を特別徴収（年金から差し引き）で、お支払いいた

だいている人。そして、今後下記の要件すべてにあてはまる特別徴収

（年金から差し引き）対象予定の人は、お申し出いただくと、国民健康

保険税を普通徴収（口座振替）でお支払いができます。現在、口座振替

で支払っている人も申し出が必要ですのでご注意ください。

※お申し出の時期によっては、すぐに特別徴収が中止にならない月

がありますのでご了承ください。

※社会保険料控除については、特別徴収でお支払いの国民健康保険税は

ご本人のみの適用になります。

詳しくは、税務課（合志庁舎）にお尋ねください。

●申し出先　税務課　市税班（合志庁舎）
健康づくり推進課　国保年金班（西合志庁舎）

●申し出に必要なもの
口座振替の登録が必要な人………………………………………通帳・銀行届印

現在、国保税を口座振替でお支払いの人…………………………みとめ印のみ

（取り扱い金融機関）
菊池地域農協・ゆうちょ銀行・肥後銀行・熊本ファミリー銀行・熊本信用金庫・

熊本第一信用金庫・熊本中央信用金庫・熊本県信用組合

●問い合わせ先　税務課　市税班（合志庁舎）　☎248－1114
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し
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。

 

■

対
象
者
は

　
65
歳
以
上
（
平
成
21
年
４
月
１

日
現
在
）
の
介
護
保
険
の
認
定
を

受
け
て
い
な
い
人

 

■

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
は
？

　
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
、
65

歳
以
上
の
人
の
「
生
活
機
能
低
下

の
有
無
」
を
早
期
発
見
す
る
も
の

で
、
質
問
項
目
は
、
全
国
共
通
で

す
。
　
高
齢
に
な
る
と
、
日
常
生
活
に

必
要
な
生
活
機
能
の
低
下
が
心
配

さ
れ
ま
す
。
い
つ
ま
で
も
元
気
で

生
活
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
心

身
の
機
能
が
低
下
し
て
い
な
い
か

を
調
べ
、
介
護
予
防
を
必
要
と
す

る
人
を
把
握
す
る
た
め
に
送
付
し

て
い
ま
す
。

　
こ
の「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」

は
介
護
予
防
の
た
め
の
大
切
な
質

問
票
で
す
。返
信
を
お
願
い
し
ま

す
。

◆
返
信
し
て
い
た
だ
い
た
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
り
、
生

活
機
能
の
低
下
が
心
配
さ
れ
る

人
に
は
、生
活
機
能
検
査（
介
護

予
防
健
診
）
の
受
診
券
を
５
月

上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

異
常
な
し
の
人
へ
は
通
知
し
ま

せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◆
受
診
券
が
送
付
さ
れ
た
人
は
、

お
知
ら
せ
す
る
健
診
期
日
に
菊

池
広
域
保
健
セ
ン
タ
ー(

養
生

園)

で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
健
診
を
受
け
た
結
果
、
生
活
機

能
の
低
下
あ
り
と
判
定
さ
れ
た

人
に
は
、
介
護
予
防
教
室
へ
の

参
加
の
ご
案
内
を
し
ま
す
。
い

つ
ま
で
も
自
分
ら
し
く
い
き
い

き
と
過
ご
せ
る
よ
う
に
、
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

3月31日までに返信をお願いします
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